
)「美しい森林」共同整備特別対策事業 (新規

【平成20年度概算決定額 ７００，０００（０）千円】

対策のポイント

通常伐期による皆伐から間伐等を繰り返す非皆伐施業への転換を推進す

るため、分収林契約を行っている森林などを対象に関係者が連携して、契

約変更や協定締結等を進めます。

・ 戦後造成された人工林が高齢級化しており、特に、分収林契約により整備され、

伐期を迎える森林が今後急増しますが、収入不足等から皆伐跡地の再造林が行われ

ないおそれがあります。

・ このため、通常伐期を目標に施業をしている分収林や一般の森林所有者の森林を

、 、 。対象に 企業等との連携を図りつつ 皆伐から非皆伐への転換を推進するものです

政策目標

契約変更等により、分収林の８割において非皆伐施業を推進

＜内容＞

① 地方自治体、森林整備法人、森林所有者等からなる協議会を開催し、非皆伐施業

に基づく目標とする森林の姿、分収方式の見直し、周辺の森林所有者や企業との連

携方法などについて検討し、その結果を非皆伐施業推進計画として取りまとめ

② 分収林契約者や近隣の森林所有者を対象に非皆伐施業への転換等について地域と

しての合意形成や、長期・非皆伐施業への契約変更又は協定締結に向けた協議を行

うなどの条件整備

③ 地方自治体等や森林所有者との協定に基づき、企業等が行う森づくり活動

への支援をおこなうものです。

＜補助率＞

定額、１／２

＜事業実施主体＞

都道府県協議会

＜事業実施期間＞

平成２０年度～２４年度（５年間）

［担当課：林野庁整備課］


